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調剤をしていて疑問に恩ったこと.

医師または患者さんに聞かれて困ったこと.

医師に疑義照会して対応したが

いま一つ納得できないこと.ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

ご質問をお寄せください。

「質問の募集」要項は65頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。
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また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

ては， r禁州治療のための際社主手)11([，lrJ (2006イ|ミ3FJ，

jJ市環日持ザ:会・ n本!Ji1i:J:':li'I会. 1 : 1 本市i学会) に)，I~づく 1~~ r:îJiの

日菱重費j師塗

ニコチンパッチ製剤が薬価基準に収

されましたが，保践調剤に当たり，注

意しなければならない点はありますか。(匡名希望)
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4行持 .~:守宅I! の卜.で. 12 j!M IIUに 510.11'rわれる然僧汁伊豆にJl.J

いられることから， rW!dJIJn~ に、11 1主 1411 のJ立当，UHJJ IIIJ i1;I) IU~ 

には JJII しないものJ として JI'5I.り~;投うことが訟められてい

ます (200611'.6)J 1卜|・似|災発賀川601001サ.)日.. :!:七労働行

1~H喚問 l2S j1;~~~f長j邑知1) 。

したがって，保険ヨ~hï)カ河川検処}Jせんによりニコチネル

TTSを淵斉1)する場合には，以 1'.の 2.1，1，(について位認するこ

とが必裂です。 もし，長:lt1・J'けた処方せんが似|倹扱いで

あるにもかかわら寸七 1illi巧十1，1'，れこ「ニコチンイ衣行寸u=.:r"i'J'1l午|ー

のt~:定にH う処カーである」と記，1夜されていなかった場合

保険処hせんによりニコチンパァチ製剤 (i術

品名「ニコチネル TTSJlを調剤する場介に

は.処プJせんの備考欄に「ニコチン依存~，ï;'ti: J1j! *，1 の~?:定

に十1'.う処ブJである」 と言己依されていることを伺:認する必

't'Zがあります。

には，処方I~~へ縦~tJ照会するなとJのNJ.i:.・が;):とめられます。

なお，白 ~t4及いの処方せんについては. ii'Ll(:i並りの取

で司すでに 1:1引の処方せんにより制方IJされてきました。

今1111. 予 j必 1~ 1y)支診抑制i酬改定においてi室利点数表に

「ニコチンイ衣手f-~;Ë ti: J~IH':I. J が新i没されたことに1:ló い~~~~

企業から柴illlîJ，\三111収載に係る q:l ~l\iが行われ. 200611二6)JI 

こ~'-ま「ニコチネルTTSJ は袋処)jせん|火薬品であり，

一部負担金を受払ってくれない患者が

いて困っています。何度も催促してい

るのですが，なかなか吏払ってくれそうにもあり

ません。このような場合.どうすればよいのでしょ

り~:&いでW~いま -ltん。し|より保険適川となっています (200611'5 )'J 24 11の"，火

社会保険医療協議会にて了爪)。

ただし， ニコチネル TTSの算定にまiたっては， 1汐y~ヨ4平利科:1千l.'ト上1'.'二ソ.'

在数主2衣毛の 「ニコチチ-ンイI火〈干r:川川fガ州杭iI主'r~:n 王1J1.引nや削~;刊1中午判|ドF刊;日司'1-Jをす'/.iiιiしているjど、J字名符P守サ;-に

1Mられています。 そのため，処Jiせんにより投;!tGする場

介には ， 処 )7 1欠は処)jせんの1Jllì J5・ fl~'d fこ「ニコチン依イf-杭

1:;ヲq!~ド|の剣先に1'1'う 'Jll JJ である J と~l.il夜しなければなら (匿名希望)

点1¥負担1.11そを文払ってくいくら1HdJtしでも

う力、。

14 1:1 

ないことになっています。

また， 去必楽tiS引:汀泊{由制仙州11川州H川li収1桜ト依主カか、 ら I '.作|ドt未i臼消渦l印向日向jの t新Ji川f川|医?欠I~;!;~去#柴!ら」いU!J品t

分のJ投立?引;制Ii初川;1川lリ)1限浪が設けられていますが， 、111主医薬品にっし その忠.f';ーが1)11人し
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れないような場介には.
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ている保険者に相談してみるのも lつの方法です。

保険医療機関または保険薬局から療養の給付を受ける

場合， 当該診療または調斉IJにかかった費用のうち，忠、者

は定められた制合 (通常3jlilJ)を一部負担金として支払わ

なければなりません (健成保険法第74条)。 しかし，残念

なことに，"1.1には一位1¥負担金を支払ってくれない患者も

いるようです。そのような場合，保険医療機関や保険薬

Jn;としては，直後，皆、右ーから徴収するよう努力するしか方

法はありません。ただし，あまりにも患者が支払いに応

じてくれないような場合には，法律の規定により，保険

医療機関または保険薬局からの前求に法づき，保険者は

これを処分することができるものとされています(表)。

保険者への処分の請求については，あくまでも保険薬

局としてその忠おから一部負担金の支払いを受け取るべ

く十分努力したことが前j廷ですが巴質なケースなどに

ついては，保険者に相談してみるのも lつの方法でしょう 。
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表 一部負担金に係る保険者による処分について

健康保険法

(一部負担」令)

第74条 安¥63 条第 3J頃の規定によ り 保険医療機1'.\1 又は j~~1決楽

Ji'i)からi!h"t:の*;¥1.Jを'豆ける者は，その給付を'受ける際，次の

f千万 にjKlげる場合の|壬j}に応じ，当該給付につき第76条第2

JJl又は司'i3 JJ[の規定に よりす1定した綜iに当日五件けに定める告IJ

1) を *じてfFた仰を， 一白!í .t:!判 \ flê と し て ， 当核保険!Í~放機関
又は保険業向に文-11、わなければ存らなし、。

l 次 号又は針~ 3 り に jtjげる場合以外の場合 100分の30

2 70践にj主する 11の以する JJの'担JJ以後である場合(次-'i]-

に拘げる場合を除く。) 100分の10

3 70 成にj主 する 1'1 の属する対の:!í~ J'I以後である場介であっ

て 政令で2どめると ころによ り算定 した報酬の仰が政令

で定めるWf[以上である とき 100分の20

2 保険医療機関又は保険薬局は.前項の一部負担金の支払を

受けるべきものとし，保険医療機関又は保険薬局が善良な管

理者と同ーの注意をもってその支払を受けることに努めたに

もかかわらず‘なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金

の全部又は一部を支払わないときは，保険者は，当諮保険医

療機関又は保険薬局の請求に基づき司この法律の規定による

徴収金の例によりこれを処分することができる。

国民健康保険法

(療薬の給付を受ける場合の~部負担金)

第42条 第 36 条 主~ 3 J}'[の 胤〉じによ り 保険|宍療機|均等について
jj;(j¥j!の給付 を受ける1'iは.その給付を受けるl際，次の各りの

|丘分に従い. 当該給付 につ き 百九 45 条第 2Jft又は~ 3 Jj(の規定

によりすj:j仁した微に当該名4jにJtlげる;I;IJ介を来じて待た傾

を， "i~:I) 負担令として， 当核保険IZ\放機関与キ に文払わなけれ

ばならない。

l 次Ljから第4りまでに拘げる場合以外の幼子f 10分の3

2 3成に迷する"の腕する JJJ:).rjijである場合 10分の2

3 70自主にjAする11の属する tJの恕J.j以後である場合{次号

に剥げる場介を|徐 く。) 10分の l

4 70成にj宝する lこlの以する J1の翌JJ以後である場介であっ

て. t'1 ~主療養の給付を長け るま;の以する IIH;~: に属する被

保険者 (70成にj主する"の凶する JJの辺川以後であるj劫

イ?に該当する者その他政令で定めるおに!限る。)について

政令の定めるところによ り算定した所得のrJ[が政令で1ど

める相以上であるとき 10分の2

2 保険医療機関等は司前項の一部負担金(第43条第1>買の規

定により一部負担金の割合が滅ぜられたときは.同条第2項

に規定する保険医療機関等にあっては、当該減ぜられた割合

による一部負担金とし.第44条第1項第1号の措置が採られ

たときは司当該減額された一部負担金とする。)の支払を受け

るべきものとし‘保険医療機関等が善良な管理者と同ーの注

意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず，

なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わない

ときは司保険者は司当該保険医療機関等の請求に基づき，こ

の法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することが

できる。


